
「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」開催要綱（案） 
 

 

１ 目的  

 携帯電話等を中心とした、受信者の同意を得ず一方的に送信される広告・

宣伝目的の電子メール（いわゆる迷惑メール）について、近年における送信

行為の巧妙化・悪質化等を踏まえ、各国で行われている法整備等との国際的

な整合性に配慮しつつ、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」（平

成 14 年法律第 26 号）に基づく取締り及び電気通信事業者における受信回避

のための取組等に関し、迷惑メール流通の抑制・防止のために必要な対応方

策について幅広く検討を行うことを目的とする。 

 

２ 名称  

  本会は、「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」と称する。 

 

３ 検討事項  

(1) 法施行後の迷惑メールの状況の変化 

(2) 諸外国の法制度の整備等の状況 

(3) 法制度の在り方、電気通信事業者の取組の在り方、利用者への周知啓発

等の対応方策の検討 

 

４ 構成及び運営  

(1)本会は、総務省総合通信基盤局長の研究会として開催する。 

(2)本会の構成員は、別紙のとおりとする。 

(3)本会には、座長及び座長代理を置く。 

(4)座長は、研究会構成員の互選により定めることとし、座長代理は座長が指

名する。 

(5)座長代理は、座長を補佐し、座長不在のときは、座長に代わって本会を招

集し、主宰する。 

(6)本会は、必要があるときは、外部の関係者の出席を求め、意見を聞くこと

ができる。 

(7)その他、本会の運営に必要な事項は、座長が定めるところによる。 

 

５ 本会の開催期間  

本会の開催期間は、平成 16 年 10 月から平成 17 年 3 月末を目途とする。 

 

６ 庶務  

 本会の庶務は、総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課がこ

れを行うものとする。 
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